
問合先　新関西国際空港㈱ 広報グループ（☎455-2201）
ホームページ http://www.kansai-airport.or.jp/

■関西国際空港のフライトがますます充実！
　関西国際空港
から韓国へのフ
ライトが増便し、
ますます便利に
なります。
　4月3日㈮より、チェジュ航空（7C）が関西＝釜山線を
週14便で新規就航します。チェジュ航空は2005年に韓国
で設立されたローコストキャリア（LCC）であり、ソウル

（仁川）、チェジュを拠点に東南アジアへ展開しております。
この度の釜山線就航により、チェジュ航空の関西空港での
就航便数は計週28便となり、既存便であるソウル便と合
わせてご利用いただくことで、韓国内の周遊も可能となり、
旅行の利便性がますます高まります。
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安
ま
ち
メ
ー
ル
を

ご
存
じ
で
す
か
？

　
安
ま
ち
メ
ー
ル
は
、
ひ
っ
た
く
り

や
子
ど
も
に
対
す
る
声
か
け
、
女
性

に
対
す
る
性
犯
罪
情
報
を
警
察
署
か

ら
電
子
メ
ー
ル
で
タ
イ
ム
リ
ー
に
お

知
ら
せ
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
配
信
種
別
や
受
信
時
間
、
受
信
地

区
を
設
定
で
き
ま
す
。（
登
録
料
は

無
料
で
す
が
、
通
信
料
は
利
用
者
負

担
と
な
り
ま
す
。）

　
み
な
さ
ん
も
安
ま
ち
メ
ー
ル
を
活

用
し
て
、上
手
に
防
犯
し
ま
せ
ん
か
？

※
登
録
は
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
る
か
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.info.police.pref.osaka.

jp/userM
enu.do

）
か
ら

問
合
先

大
阪
府
警
察
本
部
府
民
安
全
対
策
課

（
☎
06
・
６
９
４
３・１
２
３
４
）

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

交
通
安
全
運
転
者
講
習
会

問
合
先　
道
路
公
園
課

※
申
込
不
要
、
受
講
無
料

日　時 場　所
4月13日㈪ 午後7時〜8時 熊取町町民会館ホール

15日㈬ 午後7時〜8時 熊取町町民会館ホール

17日㈮ 午後7時〜8時 レイクアルスタープラザ・
カワサキ生涯学習センター

21日㈫ 午後7時〜8時 北部市民交流センター本館

22日㈬ 午後7時〜8時 レイクアルスタープラザ・
カワサキ生涯学習センター

23日㈭ 午後1時30分
〜2時30分

レイクアルスタープラザ・
カワサキ生涯学習センター

24日㈮ 午後7時〜8時 田尻町立公民館

平
成
27
年
度 

就
学
援
助
制
度

　
小
・
中
学
校
で
の
学
習
に
必
要
な

費
用
の
保
護
者
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
そ
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　
市
内
小
・
中
学
校
に
就
学
す

る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
、
諸
事

情
に
よ
り
経
済
的
に
困
窮
し
、
経
済

状
態
が
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
程

度
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

申
請
・
問
合
先　
４
月
に
学
校
で
配

付
す
る
申
請
用
紙
に
記
入
し
、
５
月

29
日
㈮
（
郵
送
の
場
合
は
５
月
31
日

㈰
の
消
印
有
効
）
ま
で
に
直
接
ま
た

は
郵
送
で
〠
５
９
８・８
５
５
０ 

泉

佐
野
市
役
所 

学
校
教
育
課
へ

※
期
日
を
過
ぎ
る
と
、
援
助
の
対
象

は
申
請
し
た
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

市
有
功
者
表
彰

　
３
月
３
日
、
市
有
功
者
表
彰
条
例

に
基
づ
き
、
８
年
以
上
市
議
会
議
員

を
つ
と
め
、
市
の
発
展
に
功
労
の

あ
っ
た
次
の
人
が
市
有
功
者
と
し
て

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

◦
新
田
輝
彦
（
現
市
議
会
議
員
）

◦
向
江
英
雄
（
現
市
議
会
議
員
）

◦
野
口
新
一
（
現
市
議
会
議
員
）

◦
辻
中　
隆
（
現
市
議
会
議
員
）

問
合
先　
秘
書
課

り
ん
く
う
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

眼
科
外
来
を
休
診
し
ま
す

　
眼
科
医
師
の
退
職
に
よ
り
、
４
月

１
日
か
ら
眼
科
外
来
診
察
は
休
診
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
患
者
の
み
な
さ
ん
に
は
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了
承
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
り
ん
く
う
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー
（
☎
４
６
９・３
１
１
１
） 
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　　定住・移住促進のための
住宅総合助成事業などを開始

住宅総合助成事業とは…
◦個人が、市内で住宅を建て替える場合
や新築住宅を購入する場合、空き家バン
ク（＊）に登録された中古住宅を購入する
場合に、所有権や住宅ローンの抵当権に
かかる登記費用と引っ越し費用を助成（最大30万円）
◦空き家バンクに登録された中古住宅の賃貸は、引っ
越し費用のみ助成（最大10万円）
※５月１日以降の契約分から申請できます。
問合先　都市計画課
※詳しくは問い合わせてください。

ご
み
の
直
接
搬
入

２
ｔ
以
上
の
車
両
で
の
搬
入
は

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を

　
環
境
衛
生
課
で
廃
棄
物
搬
入
証
明

書
の
発
行
を
受
け
た
人
は
、
ご
み
を

自
分
で
焼
却
場
（
泉
佐
野
市
田
尻
町

清
掃
施
設
組
合
第
二
事
業
所
）
に
直

接
持
ち
込
ん
で
処
分
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
市
外
で
発
生
し
た
ご
み

や
産
業
廃
棄
物
を
持
ち
込
む
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
適
正
な
廃
棄
物
処
理
を
継
続
し
て

い
く
た
め
、
２
ｔ
以
上
の
車
両
を
使

う
場
合
は
、
４
月
か
ら
廃
棄
物
搬
入

証
明
書
発
行
の
際
、
車
両
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

（
泉
佐
野
市
安
心
生
活
創
造
推
進
事
業
）

社
協
有
償
協
力
員
派
遣
事
業

を
始
め
ま
す

　
公
的
サ
ー
ビ
ス
で
支
援
で
き
な
い

サ
ー
ビ
ス
を
有
償
で
お
手
伝
い
す
る

事
業
で
す
。
会
員
募
集
中
！

支
援
の
内
容

専
門
的
技
術
を
要
し
な
い
家
事
援
助

や
外
出
支
援
な
ど
の
助
け
合
い
活
動

※
利
用
申
込
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、

協
力
会
員
と
の
調
整
に
時
間
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
協
力
会
員
が

見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
利
用
い
た
だ

け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

設
置
率
調
査

　
泉
州
南
消
防
組
合
で
は
、
総
務
省

消
防
庁
か
ら
の
通
知
に
基
づ
き
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
率
調
査
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

期
間　
４
月
20
日
㈪
～
５
月
20
日
㈬

方
法　
無
作
為
抽
出
に
よ
り
約
１
０

０
件
の
住
宅
を
消
防
職
員
が
訪
問

し
、
設
置
状
況
を
聞
き
取
り
ま
す
。

※
消
防
職
員
は
、
必
ず
身
分
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。
職
員
が
消
火
器
や

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
販
売
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
先

泉
州
南
広
域
消
防
本
部 

予
防
課

（
☎
４
６
９・０
８
８
６ 

Fax
４
６
０
・

２
１
１
９
）

平
成
26
年
中
の

火
災
・
救
急
・
救
助
の
概
況

　
泉
州
南
消
防
組
合
管
内
（
泉
佐
野

市
）
に
お
け
る
火
災
・
救
急
・
救
助

の
概
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
火
災
】

◦
火
災
件
数
…
19
件

◦
火
災
種
別　
建
物
火
災
…
14
件
、

車
両
火
災
…
３
件 

ほ
か

◦
死
者
１
人
、
負
傷
者
３
人

◦
お
も
な
火
災
原
因　
た
ば
こ
…
４

件
、
配
線
器
具
…
２
件 

ほ
か

【
救
急
】

◦
救
急
出
動
件
数
…
５
，
９
９
１
件

◦
事
故
種
別　
急
病
人
…
３
，
８
５

６
件
、
一
般
負
傷
…
８
７
３
件 

ほ
か

◦
救
急
搬
送
人
員
５
，
６
５
６
人

【
救
助
】

◦
救
助
出
動
件
数
…
83
件

◦
事
故
種
別　
建
物
事
故
…
30
件
、

交
通
事
故
…
19
件
、
水
難
事
故
…
10

件 

ほ
か

◦
救
助
人
員
39
人
（
建
物
事
故
19
人
、

交
通
事
故
５
人
、
水
難
事
故
４
人 

ほ

か
）

問
合
先

泉
州
南
広
域
消
防
本
部 

警
備
課

（
☎
４
６
２・
１
０

８
０ 

Fax
４
６
０
・

２
１
１
９)

【
利
用
会
員
（
支
援
を
受
け
る
人
）】

◦
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者

◦
障
害
者
・
児

◦
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭

◦
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
い
る
家
庭

◦
そ
の
他
、
支
援
が
必
要
な
人

年
会
費　
５
０
０
円

利
用
料　
１
時
間
８
５
０
円

【
協
力
会
員

（
支
援
し
て
い
た
だ
け
る
人
）】

20
歳
以
上
で
事
業
の
趣
旨
を
理
解

し
、
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
人

年
会
費　
１
，
０
０
０
円

謝
礼　
１
時
間
７
５
０
円

申
込
・
問
合
先　
泉
佐
野
市
社
会
福

祉
協
議
会
（
☎
４
６
４・２
２
５
９
）

（＊）空き家バンク…空き家（戸建住宅）の市場に
おける流通を促進するため、良質な空き家を市の
台帳に登録し、ホームページに掲載します。
※登録できる物件は、建築基準法の規定による確認
済証があるものに限ります。（４月１日から登録受付
を開始します。）



 　

税問
合
先　

税
務
課

固
定
資
産
税

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
土
地
・
家

屋
）
の
縦
覧
・
閲
覧
制
度

　
昨
年
中
に
土
地
や
建
物
に
異
動（
売

買
・
贈
与
・
相
続
・
分
筆
・
地
目
変

更・建
物
の
取
り
壊
し
な
ど
）が
あ
っ

た
人
は
、
縦
覧
・
閲
覧
制
度
を
利
用

し
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
広
報
３
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■
不
服
審
査
申
出

　
固
定
資
産
税
課
税
の
価
格
（
評
価

額
）
に
関
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は

審
査
申
出
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
は
地
方
税
法
に
定
め

ら
れ
た
基
準
年
度
に
あ
た
る
た
め
、

固
定
資
産
の
価
格
（
評
価
額
）
に
関

し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
出
が

で
き
ま
す
。

受
付
期
間　
公
示
日
（
４
月
１
日
㈬

予
定
）
以
降
納
税
通
知
書
を
受
け

取
っ
た
日
か
ら
60
日
以
内

申
出
先

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

（
総
合
行
政
委
員
会
内
）

■
低
所
得
者
世
帯
へ
の
固
定
資
産
税

の
減
免
制
度　
※
要
申
請

　
低
所
得
者
世
帯
に
対
し
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　
高
齢
な
ど
で
収
入
が
少
な
い
次
の

対
象
者
が
所
有
す
る
居
住
用
資
産
の

う
ち
、一
定
要
件
の
範
囲
で
、土
地・

家
屋
の
税
額
を
２
分
の
１
減
免
し
ま

す
。

対
象

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
所
有
者

◦
本
人
が
65
歳
以
上
・
重
度
の
障
害

を
有
す
る
・
寡
婦
・
寡
夫
の
い
ず
れ
か

◦
本
人
お
よ
び
生
計
を
一
に
す
る
人

全
員
の
所
得
が
、
市
民
税
均
等
割
非

課
税
限
度
額
以
下
の
所
得
で
あ
る

◦
本
人
が
居
住
し
て
い
る
資
産
以
外

に
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
な
い

◦
家
屋
の
延
べ
床
面
積
が
１
２
０
㎡

以
下

◦
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
含
む
）
の
年
税
額
が
10
万

円
以
下

必
要
な
も
の　
固
定
資
産
税
の
納
税

通
知
書
、
印
鑑

申
請　
納
期
限
の
７
日
前
（
平
成
27

年
度
１
期
分
か
ら
申
請
の
場
合
は
５

月
25
日
㈪
）
ま
で
に
税
務
課
へ

※
納
税
が
困
難
な
世
帯
の
負
担
軽
減

と
い
う
主
旨
か
ら
、
す
で
に
納
付
済

の
税
額
に
つ
い
て
は
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

法
人
市
民
税
に
係
る
開
設
届
を

　
法
人
市
民
税
と
は
、
市
内
に
事
務

所
、
事
業
所
ま
た
は
寮
な
ど
が
あ
る

法
人
な
ど
（
株
式
会
社
、
有
限
会
社

な
ど
）
が
納
め
る
税
金
で
す
。
市
内

に
新
し
く
会
社
を
設
立
し
た
と
き
、

事
務
所
な
ど
を
開
設
し
た
と
き
は
そ

の
旨
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
税
務

署
お
よ
び
府
税
事
務
所
へ
の
提
出
と

は
別
に
申
告
が
必
要
）

　
法
人
市
民
税
に
は
、
国
税
の
法
人

税
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割

額
と
、
資
本
金
等
の
額
と
市
内
の
従

業
者
数
に
よ
り
負
担
し
て
い
た
だ
く

均
等
割
額
と
が
あ
り
、
事
業
年
度
終

了
の
日
の
翌
日
か
ら
2
ヵ
月
以
内

に
、
申
告
書
を
税
務
課
へ
提
出
す
る

と
と
も
に
、
法
人
税
割
額
と
均
等
割

額
と
の
合
計
額
を
納
付
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

運
営
業
務
受
託
者
募
集

　
７
月
か
ら
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
（「
子
育
て
を

手
伝
っ
て
ほ
し
い
人
」
と
「
子
育
て

の
手
助
け
が
で
き
る
人
」
か
ら
な
る

会
員
組
織
を
設
立
し
、
会
員
間
の
援

助
活
動
の
調
整
を
行
う
事
業
）
の
運

営
を
行
う
受
託
者
を
募
集
し
ま
す
。

主
な
業
務

◦
会
員
の
募
集
、
登
録
そ
の
他
の
会

員
組
織
業
務

◦
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
や
、
保
育

施
設
の
保
育
開
始
前
や
終
了
後
の
子

ど
も
の
預
か
り
な
ど
、
相
互
援
助
活

動
の
実
施

◦
会
員
に
対
す
る
講
習
会
や
交
流
会

の
開
催　
な
ど

応
募
資
格　
市
内
に
所
在
地
が
あ
り
、

子
育
て
支
援
活
動
の
実
績
が
あ
る
社

会
福
祉
法
人
ま
た
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

選
考
方
法　
提
出
さ
れ
た
書
類
な
ど

に
基
づ
き
、審
査・選
定
を
行
い
ま
す
。

募
集
要
項
配
布　
４
月
20
日
㈪
～
30

日
㈭
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
除
く
）

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
子
育
て

支
援
課
で

申
込
・
問
合
先　
５
月
11
日
㈪
～
20
日

㈬
（
土
・
日
曜
日
除
く
）
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
子
育
て
支
援
課
へ

※
電
話
、
郵
送
で
の
申
込
不
可

市
営
屋
外
プ
ー
ル

指
定
管
理
者
募
集

　

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
の
市
営
屋
外

プ
ー
ル
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま

す
。

主
な
業
務　
市
営
屋
外
プ
ー
ル
（
日

根
野
・
北
中
・
長
南
中
学
校
・
新
池
）

の
入
場
者
管
理
や
施
設
の
利
用
許

可
、
利
用
受
付
、
プ
ー
ル
監
視
な
ど

の
運
営
、
施
設
の
維
持
管
理 

ほ
か

募
集
要
項
配
布　
４
月
９
日
㈭
～
15

日
㈬
（
月
曜
日
除
く
）
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
に
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課

（
市
民
総
合
体
育
館
内
）
で

申
込
・
問
合
先　
４
月
28
日
㈫
～
５

月
１
日
㈮
（
月
曜
日
、
祝
日
除
く
）

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
ス
ポ
ー

ツ
推
進
課
（
市
民
総
合
体
育
館
内 

☎
４
６
２・２
０
０
０
）
へ

※
応
募
資
格
な
ど
詳
し
く
は
募
集
要

項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集
要
項
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.
city.izum

isano.lg.jp/kakuka/
kyoiku/sports/

）
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

広報いずみさの 平成27年4月号 8



広報いずみさの 平成27年4月号9

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

◦
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・

４
７
９
０
・
２
０
２
８
、
健
康

診
査
・
人
間
ド
ッ
ク
…
☎
06
・

４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

◦
国
保
年
金
課

国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

学
生
納
付
特
例
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
学
生
に
、
納
付
を
猶
予
し
ま
す
。

※
過
去
２
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
で
き
ま
す
。

対
象　
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大

学（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、専
門
学
校
、専
修
学

校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
で
、本

人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下（
単
身

の
場
合
１
１
８
万
円
な
ど
）
の
学
生

※
い
ず
れ
も
夜
間
部
・
定
時
制
・
通

信
教
育
課
程
含
む

申
請　
国
保
年
金
課

審
査
・
決
定　
日
本
年
金
機
構

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

◦
期
間
中
に
障
害
や
死
亡
な
ど
不
慮

の
事
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
受
給
資

格
が
あ
れ
ば
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
（
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
）。

◦
期
間
中
の
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
は
、

承
認
を
受
け
た
月
か
ら
10
年
以
内
で

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

が
「
月
額
１
５
，
５
９
０
円
」
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

あ
れ
ば
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
）
が
で
き
ま
す
。

※
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降
に
保

険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の

保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
申
請
は
お
早
め
に

対
象
期
間　
４
月
分
～
来
年
３
月
分

必
要
な
も
の　
年
金
手
帳
、
学
生
証

な
ど
学
生
で
あ
る
証
明
、
印
鑑
（
本

人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

※
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

在
住
で
な
い
場
合
は
、
前
年
所
得
を

証
明
す
る
も
の
（
課
税
証
明
書
な
ど
）

も
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
前
年
度
承
認
を
受
け
、

今
年
度
も
在
学
中
の
人
の
申
請

　
承
認
に
は
毎
年
申
請
が
必
要
で
す

が
、
前
年
度
承
認
を
受
け
４
月
以
降
も

在
学
予
定
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
人
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
ハ

ガ
キ
形
式
の
「
国
民
年
金
保
険
料
学

生
納
付
特
例
申
請
書
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
在
学
中
の
場
合

は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
返
送
す
れ

ば
、
市
役
所
で
の
申
請
は
不
要
で
す
。

【
従
来
ど
お
り
の
申
請
が
必
要
な
人
】

◦
在
学
中
の
学
校
な
ど
が
変
わ
っ
た

◦
前
年
中
は
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
っ
た
が
、
今
は
な
い

◦
申
請
書
が
届
か
な
か
っ
た

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度 

保
険
料

◦
被
保
険
者
均
等
割
額

…
５
２
，
６
０
７
円

◦
所
得
割
率
…
10.

41
％

◦
限
度
額
…
57
万
円

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
被
保
険
者
に
健
康
診
査
を
無
料
で

受
診
で
き
る
受
診
券
を
４
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。

※
年
度
途
中
に
新
た
に
75
歳
に
な
る

所得の判定区分 軽減
割合

軽減後の被保険者
均等割額（年額）

①下欄②に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者
全員の各所得が0円であるとき（ただし、公的年金等控除額は
80万円として計算する）

9割 5,260円

②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、
基礎控除額（33万円）を超えないとき 8.5割 7,891円

③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が【基
礎控除額（33万円）＋26万円×被保険者の数】を超えないとき 5割 26,303円

④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が【基
礎控除額（33万円）＋47万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 42,085円

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成

　
被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
た
と
き
に
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。（
年
度
中
に
１
回
の
み
）

助
成
上
限
額　
２
６
，
０
０
０
円

必
要
な
物　
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
、

検
査
結
果
通
知
書
な
ど
、
被
保
険
者

証
、
振
込
口
座
（
通
帳
な
ど
）、
印
鑑

申
請　
国
保
年
金
課

※
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人
は
申

請
ま
で
、
領
収
書
な
ど
を
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険

料
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
５
２
，

６
０
７
円
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
基
礎
控
除
額
等
の
数
値
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
税
法
改
正
な
ど
に
よ
っ

て
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
軽
減
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
と
き
の
総
所
得
金
額
等
に

は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特

別
控
除
の
税
法
上
の
規
定
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
国
民
健
康
保
険
と
同
様
、
当
分
の

間
、
年
金
収
入
に
つ
き
公
的
年
金
等

控
除
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人
に
つ

い
て
は
、
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

金
額
か
ら
15
万
円
を
控
除
し
て
軽
減

判
定
し
ま
す
。

　
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

被
保
険
者
に
は
、
誕
生
月
の
翌
月
に

送
付
し
ま
す
。

受
診
回
数　
受
診
券
に
記
載
す
る
期

限
ま
で
に
１
回

持
ち
物　
受
診
券
、
被
保
険
者
証

受
診
場
所
・
申
込　
指
定
医
療
機
関

■
次
の
被
保
険
者
に
は
、
健
康
診
査

受
診
券
を
送
付
し
ま
せ
ん

◦
病
院
や
診
療
所
に
６
ヵ
月
以
上
継

続
し
て
入
院
し
て
い
る

◦
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老

人
保
健
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

障
害
者
支
援
施
設
な
ど
に
入
所
ま
た

は
入
居
し
て
い
る

※
退
院
や
退
所
な
ど
状
況
が
変
わ
っ

た
場
合
は
、
受
診
券
を
発
行
で
き
ま

す
の
で
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

で
も
、
そ
の
世
帯
主
の
所
得
が
軽
減

判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。



介
護
保
険

問
合
先　

高
齢
介
護
課

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

（
平
成
27
年
度 

仮
決
定
）

■
普
通
徴
収

  

普
通
徴
収
（
納
付
書
で
の
納
付
や

口
座
振
替
）で
納
付
し
て
い
る
人
に
、

6
月
分
ま
で
の
保
険
料
額
を
記
載
し

た
介
護
保
険
料
仮
決
定
通
知
書
を
送

付
し
ま
し
た
。

　
今
年
３
月
に
介
護
保
険
第
１
号
被

保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
人
（
昭

和
25
年
３
月
２
日
～
４
月
１
日
生
ま

れ
の
人
、
今
年
３
月
に
転
入
し
た
65

歳
以
上
の
人
）
に
は
、
平
成
26
年
度

分
の
保
険
料
納
入
通
知
書
な
ど
も
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
保
険
料
は
期
限
ま
で
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
】

　
毎
月
25
日
（
金
融
機
関
休
業
日
の

場
合
は
翌
営
業
日
）
に
、
指
定
の
口

座
か
ら
保
険
料
を
振
り
替
え
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
が
な
く
大
変
便
利
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
特
別
徴
収

　
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
徴
収
）
で

納
付
し
て
い
る
人
は
、
４
月
・
６
月

に
２
月
の
納
付
保
険
料
額
と
同
額
を

徴
収
し
ま
す
。

　
新
た
に
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る

お
む
つ
を
使
用
す
る
高
齢
者
に

市
指
定
ご
み
袋
を
給
付
し
ま
す

　
対
象
者
に
市
指
定
の
ご
み
袋
を
給

付
し
ま
す
。
希
望
す
る
対
象
者
は
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

対
象　
要
支
援
・
要
介
護
の
介
護
認

定
を
受
け
、
在
宅
で
終
日
お
む
つ
を

使
用
し
て
い
る
人

申
込　
高
齢
介
護
課

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

～
平
成
27
年
４
月
改
正
分
～

■
介
護
報
酬
が
改
定

　
国
の
介
護
報
酬
の
見
直
し
に
伴
い
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

人
は
利
用
料
金
が
変
わ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業

者
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　
介
護
保
険
事
業
で
は
事
業
の
財
源

の
半
分
を
40
歳
以
上
の
人
の
介
護
保

険
料
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

負
担
割
合
が
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま

す
。
さ
ら
に
３
年
に
１
度
の
見
直
し

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画

及
び
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

を
策
定

計
画
期
間　
平
成
27
～
29
年
度

内
容　
高
齢
者
に
関
す
る
保
健
・
福

祉
施
策
お
よ
び
介
護
保
健
事
業
に
つ

い
て

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（htt

p://w
w

w
.city.izum

isano.lg.
jp/kakuka/kenkou/kaigo/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

に
よ
り
、
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保

険
料
が
算
定
し
な
お
さ
れ
ま
す
。

（
詳
し
く
は
広
報
５
月
号
に
掲
載
予
定
）

◦
65
歳
以
上
の
人

変
更
前
…
21
％
→
変
更
後
…
22
％

◦
40
歳
以
上
64
歳
以
下
の
人

変
更
前
…
29
％
→
変
更
後
…
28
％

■
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）
の
入
所
基
準
が
変
わ

り
ま
す

　
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）へ
の
新
規
入
所
者
は
、

原
則
と
し
て
要
介
護
３
以
上
の
人
と

な
り
ま
す
。

※
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
を
利
用
す
る
場
合

も
、
新
規
入
所
は
原
則
要
介
護
３
以

上
と
な
り
ま
す
。

人
に
は
、
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
開
始
月
や
保
険

料
額
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
平
成
27
年
度
の
介
護
保
険
料
は

７
月
に
決
定
し
ま
す

　
平
成
27
年
度
の
確
定
し
た
保
険
料

額
は
、
被
保
険
者
本
人
の
平
成
26
年

中
の
合
計
所
得
額
な
ど
を
も
と
に
７

月
に
決
定
し
通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
度
は
第
６
期
介
護
保

険
計
画
の
初
年
度
と
な
り
、
介
護
保

険
料
の
算
出
基
準
が
変
わ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
７
月
に
送
付
す
る
通
知

書
に
同
封
す
る
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

広
　
告
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